
職場つみたてＮＩＳＡに関するガイドライン 

 

 

 

第１章 総則 

 

 

１．制定の趣旨 

ＮＩＳＡ推進・連絡協議会は、ＮＩＳＡ推進・連絡協議会に参加す

る業界団体等に属する金融商品取引業者及び金融機関等（以下「ＮＩ

ＳＡ取扱業者」という。）が取り扱う職場つみたてＮＩＳＡについて、

適正かつ円滑な運営と制度の普及の促進を図るため、本ガイドライ

ンを制定する。 

 

本ガイドラインは、ＮＩＳＡ口座のつみ

たて投資枠を利用して投資する場合を中心

に記載しており、成長投資枠を利用して投

資する場合には、本備考欄及び第５章の記

載を参照すること。 

２．ＮＩＳＡ取扱業者による法令等の遵守等 

ＮＩＳＡ取扱業者が職場つみたてＮＩＳＡを取り扱う場合には、

税法、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律等関係法

令及び関係諸規則を遵守しなければならない。 

 

 

３．定義 

本ガイドラインにおける次の用語の定義は、それぞれ次に定める

ところによる。 

 

 

 

(1) 役職員等 

民間企業等、官公庁等又はその他の事業体から給与や賞与など

の名目で定期的に報酬を得ている者をいう。 

「役職員等」については、実施主体の実

態に応じて規約の中で規定する。 

(2) 職場 

役職員等が所属する民間企業等、官公庁等又はその他の事業体

をいう。 

職場の範囲については、各実施主体が自

らの実態に応じて判断するものとする。 

(3) 職場つみたてＮＩＳＡ 

職場において、福利厚生目的のために、役職員等が定時定額で

拠出した資金等をもって、ＮＩＳＡ取扱業者が選定した金融商品

（以下「職場つみたてＮＩＳＡ対象商品」という。）に投資する

仕組みをいう。 

職場つみたてＮＩＳＡの拠出金について

は、給与等からの天引き方式又は口座振替・

カード等決済方式のいずれも可能。 

(4) ＮＩＳＡ口座 

配当所得及び譲渡所得等の非課税の特例の適用を受けるため

に開設した非課税口座をいう。 

 

(5) つみたて投資枠 

ＮＩＳＡ口座内に設けられた長期・積立・分散投資に適した一

定の投資信託を受け入れるための特定累積投資勘定をいう。 

 

 

 

(6) 成長投資枠 

ＮＩＳＡ口座内に設けられた一定の上場株式・投資信託等を受

け入れるための特定非課税管理勘定をいう。 

 

(7) 事業主等 

民間企業等、官公庁等又はその他の事業体で、当該職場に所属

する役職員等に対して職場つみたてＮＩＳＡを提供する主体を

いう。 

 

(8) 利用者 

職場つみたてＮＩＳＡを利用する役職員等をいう。 

 

(9) 事務局 

職場つみたてＮＩＳＡの運営に係る事務等を担当する事業主

等の組織（当該事務を代行する組織を含む。）をいう。 

イ 利用者からの諸届出受付事務 

ロ 利用者への諸連絡事務 

ハ 利用者の拠出金に係る事務 

ニ ＮＩＳＡ取扱業者との連絡・確認事務 

ホ ＮＩＳＡ取扱業者への金銭の送金事務 

へ その他上記に付随する業務 

天引き方式と口座振替・カード等決済方

式の違いにより、事務局の事務に差異があ

ることに留意する。（左記の事務をすべて網

羅する必要はない。） 



 (10) 拠出金 

利用者が職場つみたてＮＩＳＡにより、職場つみたてＮＩＳＡ

対象商品へ投資するため拠出する金銭をいう（事業主等による奨

励金を含む。）。 

 

(11) 奨励金 

職場つみたてＮＩＳＡによる職場つみたてＮＩＳＡ対象商品

の投資に際し、事業主等が利用者に付与する金銭をいう。 

 

(12) 投資アドバイス 

利用者によるライフプランや資産形成目的に基づいた商品選

択の支援を行うため、ＮＩＳＡ取扱業者が提供するサービスをい

う。 

 

 

第２章 職場つみたてＮＩＳＡ 

 

 

１．目的 

職場つみたてＮＩＳＡは、職場において役職員等の自助努力によ

る資産形成を支援することによって、福利厚生の増進を図ることを

目的とする。 

 

 

２．規約の制定 

ＮＩＳＡ取扱業者は、事業主等に対し、以下に掲げる項目を含む職

場つみたてＮＩＳＡに係る規約を設け、利用者への周知・説明に努め

るよう求めるものとする。 

イ 参加資格に関する事項 

ロ 毎月の拠出金に関する事項 

ハ 対象商品・運用商品に関する事項 

ニ 金融経済教育に関する事項 

ホ 自己責任原則の確認に関する事項 

へ 奨励金に関する事項 

事業主等に代わりＮＩＳＡ取扱業者が、

規約の説明を行うことも考えられる。 

 

 

 

つみたて投資枠を利用する職場つみたて

ＮＩＳＡにおいては、臨時に拠出した資金

をもって投資することはできない。 

 

奨励金を付与しない事業主等の場合は、

その記載は不要。 

 

３．投資・拠出 

(1) 職場つみたてＮＩＳＡにおける拠出金は、次に掲げるいずれ

かの方法により拠出するものとする。 

イ 給与からの天引き 

ロ 役職員等の証券口座・預貯金口座からの引き落とし及びク

レジットカード等その他の決済方法による拠出 

 

なお、役職員等が、職場つみたてＮＩＳＡ制度によらず、ＮＩ

ＳＡ取扱業者に対し直接に資金を拠出し、ＮＩＳＡ口座での投資

を行うことは差し支えない。 

 

 

 

 

 

 

 

職場つみたてＮＩＳＡではなく、役職員

等が自身の資金により直接、投資ができる

旨を規定（例えば職場つみたてＮＩＳＡで

つみたて投資枠を、役職員自身で成長投資

枠を利用する場合等）。職場つみたてＮＩＳ

ＡによらずＮＩＳＡ口座での取引ができる

旨を規定しており、その場合、役職員等は

ガイドラインで定める手続き等は不要。 

(2) 職場つみたてＮＩＳＡにおいてつみたて投資枠を利用する

場合は、定時定額の積み立て方式による拠出に限定する。 

 

(3) 職場つみたてＮＩＳＡで成長投資枠を利用する場合は、ＮＩ

ＳＡ取扱業者は、リスクをより軽減する観点から、定時定額の

積み立て方式による拠出を推奨することが望ましい。 

 なお、事務負担等の観点から、定時定額の積み立て方式によ

る拠出に限定することもできる。 

 

 

  



第３章 ＮＩＳＡ取扱業者の責務等 

 

 

１．事務の受託 

(1) ＮＩＳＡ取扱業者は、職場つみたてＮＩＳＡの取扱いを受託

するに際し、以下に掲げる能力等を具備するものとする。 

イ ＮＩＳＡ制度が定める手続き及び管理等を履践できる能力 

ロ 定時定額の積み立て方式等による拠出に係る手続き及び取

引の執行を遂行できる能力 

ハ 利用者に対する十分な金融経済教育及び適切な投資アドバ

イスを提供する能力 

ニ 利用者に対してＮＩＳＡ制度、金融商品取引法その他職場つ

みたてＮＩＳＡに関する法令諸規則や税制に関する情報提供

を適切に行う能力 

ホ 利用者に対してリスクに係る条項の確認を行う能力 

ヘ 事務局及び利用者に対して、市場環境急変等の際に適時適切

な情報を提供できる能力 

複数金融機関が事務を受託することも可

能とする。 

 

(2) ＮＩＳＡ取扱業者は、事業主等が利用者に多様な選択肢を確

保する観点から、事業主等が複数のＮＩＳＡ取扱業者と職場つみ

たてＮＩＳＡに関する契約を締結することを妨げないものとす

る。 

 

 

 

 

(3) ＮＩＳＡ取扱業者は、職場つみたてＮＩＳＡの運営において、

金融商品取引法、日本証券業協会の自主規制等の法令諸規則等を

遵守して事務を行うものとする。 

 

例えば、金商法上の契約締結前交付書面

の交付義務や目論見書の交付義務等 

２．職場つみたてＮＩＳＡの対象商品について 

(1) ＮＩＳＡ取扱業者が職場つみたてＮＩＳＡにおいて特に一定

の金融商品を推奨する場合には、利用者の中長期の資産形成の観

点からこれを選定するものとする。 

 

 

 

(2) ＮＩＳＡ取扱業者は、ＮＩＳＡ口座を利用する職場つみたて

ＮＩＳＡで提供する金融商品について、関係法令が定める要件を

満たす金融商品を提供するものとする。 

 

 

(3) ＮＩＳＡ取扱業者は、職場つみたてＮＩＳＡで提供する金融

商品を選定する際に、事業主等や利用者の意向を参考にすること

が望ましい。 

 

 

３．金融経済教育の提供 

(1) ＮＩＳＡ取扱業者は、利用者から投資・拠出の申込みを受け

るときまでに、利用者に対して、以下の事項を含む金融経済教育

を提供するものとする。 

イ 税制（ＮＩＳＡ制度の概要を含む。） 

ロ 資産形成の目的 

ハ 分散投資・長期投資の効果 

ニ 対象商品の特性・リスク 

 

 

職場つみたてＮＩＳＡが自己責任の下で

運用をする資産形成制度であることを始

め、ライフプラン、マネープランなど、基礎

的な投資知識や金融知識の習得等を可能と

する機会を提供する必要がある。 

利用者が金融経済教育を受けたうえで職

場つみたてＮＩＳＡを利用することを確保

するため、ＮＩＳＡ取扱業者は、投資・拠出

の申込みの際に金融経済教育の提供を受け

たことを確認することが考えられる。 

(2) ＮＩＳＡ取扱業者は、事業主等からの求めに応じ、利用者に対

し、継続して、金融経済教育を提供するものとする。 

利用者に対し、加入後も継続して、利用

者の知識レベルやニーズ等を勘案した金融

経済教育を提供していくことが望ましい。 

(3) ＮＩＳＡ取扱業者は、前記(1)及び(2)に関わらず、事業主等か

らの求めに応じ、金融経済教育、金融商品の情報等を提供するも

のとする。 

 

(4) 前記(1)から(3)までの場合において、ＮＩＳＡ取扱業者は、事

業主等からの求めに応じ、金融経済教育推進機構（J-FLEC）に対

し、金融経済教育（前記(1)ニに掲げる事項に係るものを除く。）

の提供を委託することができる。 

 



 

４．投資アドバイスの提供及び金融商品の勧誘について 

(1) 投資アドバイスの提供及び金融商品の勧誘は、外務員登録を

受けている者が、金融商品取引法及び日本証券業協会の自主規制

等の法令諸規則を遵守し、利用者の特性及び意向を十分に踏ま

え、これを行うものとする。 

 

(2) ＮＩＳＡ取扱業者は、職場つみたてＮＩＳＡの趣旨を十分に

踏まえ、利用者が迷惑するような時間に訪問や電話による投資ア

ドバイスの提供や金融商品の勧誘を行わないものとする。 

 

 

第４章 適正な運営の担保 

 

 

１．事業主等への情報提供 

ＮＩＳＡ取扱業者は、事業主等による職場つみたてＮＩＳＡの適

正な運営に必要なモニタリングを可能にするため、事業主等からの

求めに応じ、職場つみたてＮＩＳＡにおける取引に係る情報を提供

するものとする。 

 

天引き方式や口座振替・カード等決済方

式の別、奨励金の有無により、個人情報の

内容が変わることに留意する。 

（参考）一般的なスキームにおける事例 

天引き方式：事業主等への取引に係る情報

の提供あり 

口座振替・カード等決済方式（奨励金あり）：

事業主等への取引に係る情報の提供あり

（ＮＩＳＡ取扱業者が事業主等に提供する

場合、個人情報の第三者提供の同意が必要） 

口座振替・カード等決済方式（奨励金なし）：

事業主等への取引に係る情報の提供なし 

 

事業主等からＮＩＳＡ取扱業者への利用

者の個人情報の提供は利用規約で担保され

ていると考えられるが、利用者の個別の取

引状況等の情報を事業主等に提供する場合

は、利用者に対し、別途、あらかじめ個人情

報の提供の同意を得ることが望ましい。 

なお、特定の個人に関する情報に該当し

ない情報（加入者数、平均拠出金額や商品

選択の比率といった、契約企業にとって制

度実施に対する評価に必要な情報）は個人

情報ではないと整理。 

 

２．事業主等への利益供与の禁止 

ＮＩＳＡ取扱業者は、事業主等が職場つみたてＮＩＳＡを導入・運

用するに当たって、事業主等に対して金銭の支払等の利益供与を行

わないものとする。 

 

職場つみたてＮＩＳＡの導入・運用に対

する利益の提供を禁止する。 

３．実施状況の把握 

(1) ＮＩＳＡ取扱業者は、ＮＩＳＡ推進･連絡協議会に対して別途

定める要領に従って報告するものとする。 

(2) ＮＩＳＡ推進･連絡協議会は、(1)による報告について、必要な

計数を公表するものとする。 

 

 

第５章 成長投資枠を利用する職場つみたてＮＩＳＡについての特

則 

 

 

前章までに定める規定のうち、成長投資枠を利用する職場つみた

てＮＩＳＡに関し必要な事項は、次に掲げるとおりとする。 

 

(1) 第２章「２．規約の制定」において、「ロ 利用者の拠出金に

係る事務」は「ロ 毎月の拠出金及び賞与の際の臨時拠出金に関

成長投資枠を利用する職場つみたてＮＩ

ＳＡにおいては、臨時に拠出した資金をも



する事項」とする。 って投資することが可能なため、「ロ 毎月

の拠出金及び賞与の際の臨時拠出金に関す

る事項」とすることが望ましい。 

(2) 第３章「１．事務の委託」 (1)に掲げるＮＩＳＡ取扱業者が具

備すべき能力等として「職場つみたてＮＩＳＡの目的に合致する

適切な商品選定を行う能力」を加える。 

 

(3) 第３章「２．職場つみたてＮＩＳＡの対象商品について」とし

て、ＮＩＳＡ取扱業者は、提供する金融商品について、利用者に

多様な選択肢を提供する観点から、真にやむを得ない場合を除

き、商品性・リスク度合の異なる金融商品を少なくとも三以上提

供するものとする。この場合、ＮＩＳＡ取扱業者は、職場つみた

てＮＩＳＡが事業主等による福利厚生制度であることに鑑み、利

用者のリスク許容度や資産形成目的に十分配慮し、長期・分散投

資型の金融商品を一以上選定するものとする。 

ただし、つみたて投資枠と併用して職場つみたてＮＩＳＡを利

用しており、つみたて投資枠にて長期・分散投資型の金融商品を

一以上選定している場合はこの限りではない。 

 

例えば、株式組入れ比率の異なる商品等 

「真にやむを得ない場合」とは、例えば、Ｎ

ＩＳＡ取扱業者が取り扱っているＮＩＳＡ

対象商品が三未満の場合等を想定。 

「長期・分散投資型の金融商品」とは、例

えば、既に様々な資産に分散されているバ

ランス型など、利用者の資産配分を出来る

限り軽減するリスクコントロール型の金融

商品を想定。 

（注）このガイドラインは、令和８年５月 27日以後の職場つみたて

ＮＩＳＡについて適用し、同日前については、なお従前のとおり

とする。 

本ガイドライン改訂前の既契約につい

て、本ガイドラインの改訂に伴う規約等の

修正がある場合は、読替表等で対応するこ

とも可である。 

 

以  上 


